
 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 八 日  

                       大 阪 府 知 事  吉 村  洋 文    

大 阪 府 規 則 第 三 十 八 号  
大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

第 一 条  大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 大 阪 府 規 則 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

様
式
第
１
号
（
第
９
条
関
係
）

 

大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
1
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
申
請
書

 

 

（
略
）

 

 

申
請
者

 
住

 
所

 

 
氏

 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（
略
）

 

  

【
注
意
】
 
（
略
）

 

  

 

 

様
式
第
２
号
（
第

1
0
条
関
係
）
 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書

 

 

（
略
）

 

 

届
出
者

 
住
 
所
 

 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 

 

  

（
略
）

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

  

 

〔
３
枚
中
１
枚
目
〕
  

 

様
式
第
１
号
（
第
９
条
関
係
）

 

大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
1
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
申
請
書

 

 

（
略
）

 

 

申
請
者

 
住
 
所

 

 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞

 

  

（
略
）

 

   

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

 

様
式
第
２
号
（
第

1
0
条
関
係
）
 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書

 

 

（
略
）

 

 

届
出
者

 
住
 
所
 

 
氏
 
名
  

 
 
 

 
 
 
㊞
 

  

（
略
）

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て

 

は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

 

〔
３
枚
中
１
枚
目
〕
  

 

（
略

）
 

（
略

）
 



 

（
別
紙
）
大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
3
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

  

（
略
）

 

        

３
枚
中
３
枚
目

 
（
略
）

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 

 

（
略
）

 

 

〔
３
枚
中
２
枚
目
〕

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
の
有
無

 

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
有
無

 

項
目
 

①
駐
車
場

 

 ⑥
共
用
部
分
の

 

便
所
 

        

 

様
式
第
３
号
（
第

1
2
条
関
係
）

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書
変
更
届
出
書

 

 

（
略
）

 

 

届
出
者

 
住

 
所

 

 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 

 

 

（
略
）

 

 

 
 
【
注
意
】

 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

（
別
紙
）
大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
3
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

 

※
移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容
の
欄
の
「
政
令
第
〇
条
」
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
施
行
令
の
該
当
条
文

 

（
略
）

 

        

３
枚
中
３
枚
目

 
（
略
）

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

  

（
略
）

 

〔
３
枚
中
２
枚
目
〕

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

政
令
第
1
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
の
有
無

 

政
令
第
1
4
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
有
無

 

項
目
 

①
駐
車
場

 

 ⑥
共
用
部
分
の

 

便
所
 

        

 

様
式
第
３
号
（
第

1
2
条
関
係
）
 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書
変
更
届
出
書

 

 

（
略
）

 

 

届
出
者

 
住

 
所

 

 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 

 
㊞
 

 

（
略
）

 

 

 
 
【
注
意
】

 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

 

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

 

  

 

 
 
 
 

（
略

）
 

（
略

）
 



様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
１

 

都
市
施
設
設
置
工
事
事
前
協
議
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

協
議
者

 
住
 
所

 

 
氏
 
名
  

 
  
  
  
  
  
 

（
略
）

 

       

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

条
例
第
4
0
条
該
当
部
分
の
床
面
積
の
合
計

 

 条 例 第 40 条 

 ６ 床  面  積        
 

  

 

      

（
略
）

 

      【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 

様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
１
 

都
市
施
設
設
置
工
事
事
前
協
議
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

協
議
者

 
住
 
所

 

 
氏
 
名
  
  
  
  
  
  
  
 
㊞
 

（
略
）

 

       

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

条
例
第
3
1
条
該
当
部
分
の
床
面
積
の
合
計

 

 条 例 第 31 条 

 ６ 床  面  積        
 

  

 

      

（
略
）

 

      【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
２
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
道
路
）

 

 

（
略
）

 

 

協
議
者

 
住

 
所
 

 

 
氏

 
名
 
 
 
 
 

 

 

（
略
）

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 

 

様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
３
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
公
園
）

 

 

（
略
）

 

 

協
議
者

 
住
 
所

 

 

氏
 
名

 
 
 
 
  

 

 

（
略
）

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 

 

様
式

第
６

号
（

第
1
4
条

関
係

）
 

都
市

施
設

設
置

工
事

完
了

届
出

書
 

 

（
略

）
 

 

届
出

者
 

住
所

 

 
氏

名
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
略

）
 

 

 

【
注

意
】

 
（

略
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
２
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
道
路
）

 

 

（
略
）

 

 

協
議
者

 
住

 
所
 

 

 
氏

 
名
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 

（
略
）

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

  

 

 

様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
３
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
公
園
）

 

 

（
略
）

 

 

協
議
者

 
住
 
所

 

 

氏
 
名

 
 
 
  

 
 
㊞

 

 

（
略
）

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

  

 

 

様
式

第
６

号
（

第
1
4
条

関
係

）
 

都
市

施
設

設
置

工
事

完
了

届
出

書
 

 

（
略

）
 

 

届
出

者
 

住
所

 

 
氏

名
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

 

（
略

）
 

 

 

【
注

意
】

 
（

略
）

 

 
 

 
 

 
氏

名
の

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
、

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 
 

 



様
式

第
７

号
（

第
1
5
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

報
告
者
 
住
所
 

 
氏
名
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 41  条 

６ 床  面  積 

  

 

 
 

      

（
略
）

 

     【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 

 

様
式

第
７

号
（

第
1
5
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

報
告
者
 
住
所
 

 
氏
名
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 ㊞

 

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 32  条 

６ 床  面  積 

  

 

 
 

      

（
略
）

 

     【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 



様
式

第
７

号
（

第
1
5
条

関
係

）
そ

の
２

 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

報
告
者

 
住
 
所
 

 

 
氏
 
名
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

（
略
）

 

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

様
式

第
９

号
（

第
1
7
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
改
善
計
画
届
出
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

届
出
者
 
住
所
 

 
氏
名
 
 

 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 41  条 

６ 床  面  積 

  

 

 
 

様
式

第
７

号
（

第
1
5
条

関
係

）
そ

の
２

 

既
存

施
設

現
況

調
査

結
果

報
告

書
（

駐
車

場
）

 

 

（
略

）
 

 

報
告

者
 

住
 

所
 

 

 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 

（
略

）
 

 

 

【
注

意
】

 
（

略
）

 

 
 

 
 

 
氏

名
の

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
、
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
 

 
 

 

 

様
式

第
９

号
（

第
1
7
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
改
善
計
画
届
出
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

届
出
者
 
住
所
 

 
氏
名
 
 

 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 ㊞

 

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 32  条 

６ 床  面  積 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



      

（
略
）

 

      【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 

様
式
第
９
号
（
第

1
7
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
計
画
届
出
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 届
出
者

 
住
所
 

 

 
氏
名
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

（
略
）

 

  

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

（
略
）

 

      【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 

様
式
第
９
号
（
第

1
7
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
計
画
届
出
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 届
出
者

 
住
所
 

 

 
氏
名
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
㊞
 

 

 

（
略
）

 

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 



様
式
第

1
1
号
（
第
1
8
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

届
出
者

 
住
所

 

 
氏
名

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 41  条 

６ 床  面  積 

  

 

 
 

      

（
略
）

 

      【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 

様
式
第

1
1
号
（
第
1
8
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

届
出
者

 
住
所

 

 
氏
名

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
㊞

 

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 32  条 

６ 床  面  積 

  

 

 
 

      

（
略
）

 

      【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 



様
式
第

1
1
号
（
第
1
8
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

届
出
者

 
住
所

 

 

 
氏
名

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

（
略
）

 

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 
 

様
式

第
1
2
号

（
第

1
9
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

報
告
者

 
住
所
 

 
氏
名
 
 
 
 
  
  
 
 
  

 
 

 

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 41  条 

６ 床  面   積 

  

 

 
 

様
式
第

1
1
号
（
第
1
8
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

届
出
者

 
住
所

 

 

 
氏
名

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ㊞

 

  

（
略
）

 

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 

様
式

第
1
2
号

（
第

1
9
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

報
告
者

 
住
所
 

 
氏
名
 
 
 
 
  
  
 
 
  

 
 
  
 ㊞

 

（
略
）

 

    （ 略 ）
 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 32  条 

６ 床  面   積 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



      

（
略
）

 

       【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 

様
式
第
1
2
号
（
第
1
9
条
関
係
）
そ
の
２

 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

報
告
者

 
住
所
 

  
氏
名
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

（
略
）

 

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

（
略
）

 

       【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 

様
式
第
1
2
号
（
第
1
9
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

報
告
者

 
住
所
 

  
氏
名
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ㊞

 

  

（
略
）

 

 

 

【
注
意
】
 
（
略
）

 

 
 
 
 
 
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 



第 二 条  大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

様
式
第

1
3
号
（
第
2
0
条
関
係
）
 

（
表
）

 
（
略
）

 

（
裏
）

 

 

（
略
）

 

 第
45
条

 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
事
前
協
議
に
係
る
第
4
0
条
第
１

項
各
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
又
は
現
況
調
査
に
係
る
既
存
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
都
市
施
設
又
は

既
存
施
設
の
状
況
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
略
）

 

 
 

様
式
第

1
3
号
（
第
2
0
条
関
係
）
 

（
表
）

 
（
略
）

 

（
裏
）

 

 

（
略
）

 

 第
45
条

 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
事
前
協
議
に
係
る
第
3
1
条
第
１

項
各
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
又
は
現
況
調
査
に
係
る
既
存
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
都
市
施
設
又
は

既
存
施
設
の
状
況
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
略
）

 

 
 

  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 、 便 房 等 の 配 置 等 を 視

覚 障 害 者 に 示 す 方 法 ）  

第 六 条  条 例 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
 一― 三  （ 略 ）  
 

（ 視 覚 障 害 者 の 利 用 上 支 障 が な い 便 所 ）  

第 七 条  条 例 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 た だ し 書 の

規 則 で 定 め る 場 合 は 、 第 三 条 第 一 号 ハ に 該 当 す

る も の で あ る 場 合 と す る 。  
 

（ 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 の 届 出 等 ）  

第 十 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 一― 四  （ 略 ）  
 五  エ レ ベ ー タ ー の 有 無 及 び エ レ ベ ー タ ー が

あ る 場 合 に あ っ て は 、 政 令 第 十 九 条 第 二 項 第

五 号 に 規 定 す る エ レ ベ ー タ ー の 有 無  
 六― 十 一 （ 略 ）  

３― ５ （ 略 ）  
 

（ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 、 便 房 等 の 配 置 等 を 視

覚 障 害 者 に 示 す 方 法 ）  

第 六 条  条 例 第 十 八 条 第 三 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
 一― 三  （ 略 ）  
 

（ 視 覚 障 害 者 の 利 用 上 支 障 が な い 便 所 ）  

第 七 条  条 例 第 十 八 条 第 三 項 第 一 号 た だ し 書 の

規 則 で 定 め る 場 合 は 、 第 三 条 第 一 号 ハ に 該 当 す

る も の で あ る 場 合 と す る 。  
 

（ 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 の 届 出 等 ）  

第 十 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 一― 四  （ 略 ）  
 五  エ レ ベ ー タ ー の 有 無 及 び エ レ ベ ー タ ー が

あ る 場 合 に あ っ て は 、 政 令 第 十 八 条 第 二 項 第

五 号 に 規 定 す る エ レ ベ ー タ ー の 有 無  
 六― 十 一 （ 略 ）  

３― ５ （ 略 ）  



様
式
第
５
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
１

 

 
都
市
施
設
事
前
協
議
項
目
表
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

        

（
略

）
 

〔
４

枚
中

１
枚

目
〕

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 
  

（
略
）

 

（
略
）

 

 

（
略

）
 

チ
ェ
ッ
ク
項
目

 

①
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 

②
不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
階
の
数

以
上
設
け
て
い
る
か
（
50
0
㎡
以
上
に
限
る
）
 

③
次
の
④
又
は
⑤
の
便
房
を
設
け
る
便
所

 

④
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
１
以
上
設
け
て
い
る
か
（
た
だ
し
、
不
特
定
多
数
の
者
等
が

利
用
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
1
,
00
0
㎡
以
上
の
場
合
は
、
政
令
第
1
4
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
数
以
上
）

 

施
設
等

 

便
所

 

（
政
令
第
14
条
）
 

（
条
例
第
18
条
）
 

       

  

 

（
略
）

 

         

 

 

（
略
）

 

      

チ
ェ
ッ
ク
項
目

 

⑤
水
洗
器
具
（
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
）
を
設
け
た
便
房
を
設
け
て
い
る
か
（
１
以

上
）

 

⑥
小
便
器
を
設
け
る
場
合
は
、
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
小
便
器
（
受
け
口
の

高
さ
が
3
5c
m
以
下
の
も
の
に
限
る
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
を
設
け

て
い
る
か
（
１
以
上
）

 

（
略
）

 

①
車
椅
子
使
用
者
部
分
を
２
以
上
設
け
て
い
る
か
（
た
だ
し
、
客
席
に
設
け
る
座

席
の
数
が
40
1
以
上
の
場
合
は
、
座
席
の
数
の
0
.5
％
以
上
）

 

 
(1

)
幅
は
9
0c
m
以
上
で
あ
る
か

 

 
(2

)
奥
行
き
は
1
35

cm
以
上
で
あ
る
か

 

(3
)
床
は
平
ら
で
あ
る
か

 

施
設
等
 

（
便
所
の
続
き
）
 

   劇
場
等
の
客
席

（
政
令
第
15
条
）

 

         

様
式
第
５
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
１

 

 
都
市
施
設
事
前
協
議
項
目
表
（
建
築
物
）

 

（
略
）

 

       

（
略
）

 

〔
４
枚
中
１
枚
目
〕

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

（
略

）
 

チ
ェ
ッ
ク
項
目

 

①
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 

②
下
記
③
及
び
④
の
便
房
を
設
け
る
便
所

 

③
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
設
け
て
い
る
か
（
１
以
上
）

 

施
設
等

 

便
所

 

（
政
令
第
14
条
）
 

（
条
例
第
18
条
）
 

       

  

 

（
略
）

 

        

 

 

（
略
）

 

  

 

 

 

チ
ェ
ッ
ク
項
目

 

④
水
洗
器
具
（
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
）
を
設
け
た
便
房
を
設
け
て
い
る
か
（
１
以

上
）

 

⑤
小
便
器
を
設
け
る
場
合
は
、
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
小
便
器
（
受
け
口
の

高
さ
が
3
5c
m
以
下
の
も
の
に
限
る
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
を
設
け

て
い
る
か
（
１
以
上
）

 

（
略
）

 

  

 

施
設
等
 

（
便
所
の
続
き
）
 

              



       

〔
４

枚
中

２
枚

目
〕

 

（
略
）

 

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

①
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
駐
車
施
設
の
総
数
の
２
％
以
上
設
け
て
い
る
か

 

 
（
た
だ
し
、
駐
車
施
設
の
総
数
が
20
1
以
上
の
場
合
は
駐
車
施
設
の
総
数
の
１
％

に
２
を
加
え
た
数
以
上
）

 

敷
地
内
の
通
路

 

（
政
令
第
17
条
）

 

（
条
例
第
22
条
）

 

駐
車
場

 

（
政
令
第
18
条
）

 

標
識
 

（
政
令
第
20
条
）

 

案
内
設
備

 

（
政
令
第
21
条
）

 

（
条
例
第
25
条
）

 

      

 

（
略
）

 

     

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

施
設
等
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
１
号
）

 

出
入
口
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
２
号
）

 

廊
下
等
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
３
号
）

 

（
条
例
第

24
条
第

１
項
第
１
号
）
 

傾
斜
路
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
４
号
）

 

     

 

       

〔
４

枚
中

２
枚

目
〕

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

①
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
て
い
る
か
（
１
以
上
）

 

敷
地
内
の
通
路

 

（
政
令
第
16
条
）

 

（
条
例
第
22
条
）

 

駐
車
場

 

（
政
令
第
17
条
）

 

標
識
 

（
政
令
第
19
条
）

 

案
内
設
備

 

（
政
令
第
20
条
）

 

（
条
例
第
25
条
）

 

      

 

（
略
）

 

     

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

施
設
等
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
１
号
）

 

出
入
口
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
２
号
）

 

廊
下
等
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
３
号
）

 

（
条
例
第

24
条
第

１
項
第
１
号
）
 

傾
斜
路
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
４
号
）

 

     

 



 

    

（
略
）

 

   

〔
４

枚
中

３
枚

目
〕

 

（
略
）

 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及

び
そ
の
乗
降
ロ
ビ

ー
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
５
号
）

 

（
条
例
第
24
条
第

１
項
第
２
号
）

 

 

 

（
略
）

 

    

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

施
設
等

 

特
殊
な
構
造
又
は

使
用
形
態
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
そ
の
他

の
昇
降
機
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
６
号
）
 

敷
地
内
の
通
路
 

（
政
令
第
19
条
第

２
項
第
７
号
）
 

（
条
例
第
24
条
第

１
項
第
３
号
）
 

（
政
令
第
19
条
第

３
項
）

 

    

 

 

 

    

（
略
）

 

   

〔
４

枚
中

３
枚

目
〕

 

（
略
）

 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及

び
そ
の
乗
降
ロ
ビ

ー
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
５
号
）

 

（
条
例
第
24
条
第

１
項
第
２
号
）

 

 

 

（
略
）

 

    

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

施
設
等

 

特
殊
な
構
造
又
は

使
用
形
態
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
そ
の
他

の
昇
降
機
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
６
号
）
 

敷
地
内
の
通
路
 

（
政
令
第
18
条
第

２
項
第
７
号
）
 

（
条
例
第
24
条
第

１
項
第
３
号
）
 

（
政
令
第
18
条
第

３
項
）

 

    

 

 



   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 中 第 一 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 は 令 和 七 年 六 月 一 日

か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く

り 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 第 一 条 改 正 前 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ て

い る 申 請 書 そ の 他 の 書 類 は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ

く り 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 第 一 条 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ

た も の と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く

り 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 第 二 条 改 正 前 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ て

い る 都 市 施 設 事 前 協 議 項 目 表 （ 建 築 物 ） は 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 大 阪

府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 第 二 条 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式

に よ り 提 出 さ れ た も の と み な す 。  

４  こ の 規 則 の 施 行 の 際 第 一 条 改 正 前 規 則 様 式 第 十 三 号 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て

い る 身 分 証 明 書 で 現 に 効 力 を 有 す る も の は 、 第 一 条 改 正 後 規 則 様 式 第 十 三 号 の

規 定 に よ り 交 付 さ れ た も の と み な す 。  

５  第 一 条 改 正 前 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

た 上 、 第 一 条 改 正 後 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き

 

（
略
）

 

 

  

  

（
略
）

 

 

〔
４
枚
中
４
枚
目
〕

 

（
略
）

 

（
略
）

 

施
設
等

 

案
内
設
備
ま
で
の

経
路
 

（
政
令
第
22
条
）
 

（
条
例
第
26
条
）
 

  

 

 

（
略
）

 

 

  

  

（
略
）

 

 

〔
４
枚
中
４
枚
目
〕

 

（
略
）

 

（
略
）

 

施
設
等

 

案
内
設
備
ま
で
の

経
路
 

（
政
令
第
21
条
）
 

（
条
例
第
26
条
）
 

  

 

  



る 。  
６  第 二 条 改 正 前 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

た 上 、 第 二 条 改 正 後 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き

る 。  

 


